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(57)【要約】
【課題】光路上におけるレンズ有無の切り換えを、容易
に、かつ、簡素な構成で行えるようにする。
【解決手段】スクリーン上への光学像の投射を行う投射
レンズ３と、前記光学像の縦横比を変換する光学レンズ
１１と、前記光学レンズ１１を昇降可能に支持するレン
ズ昇降機構部１３と、を備えて投射型表示装置を構成す
る。そして、前記レンズ昇降機構部１３による前記光学
レンズ１１の昇降によって、当該光学レンズ１１を前記
スクリーンと前記投射レンズ３との間の光路上に存在す
る像変換位置または当該光路上から外れた退避位置のい
ずれかに選択的に位置させるようにする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン上への光学像の投射を行う投射レンズと、
　前記光学像に対する所定処理を行う光学レンズと、
　前記光学レンズを昇降可能に支持するとともに、当該昇降によって前記光学レンズを前
記スクリーンと前記投射レンズとの間の光路上に存在する像変換位置または当該光路上か
ら外れた退避位置のいずれかに選択的に位置させるレンズ昇降機構部と
　を備える投射型表示装置。
【請求項２】
　前記像変換位置よりも上方側に配された前記退避位置に前記光学レンズが位置する状態
で前記レンズ昇降機構部による前記光学レンズの昇降を不動にするストッパ部
　を備える請求項１記載の投射型表示装置。
【請求項３】
　前記退避位置よりも下方側に配された前記像変換位置に前記光学レンズが位置する状態
での当該光学レンズの高さ方向固定位置を調整する固定位置調整部
　を備える請求項１または２記載の投射型表示装置。
【請求項４】
　前記レンズ昇降機構部による前記光学レンズの昇降を制御する昇降制御部
　を備える請求項１、２または３記載の投射型表示装置。
【請求項５】
　前記投射レンズの前記光路に沿った方向への移動に応じて、前記光学レンズを当該方向
に移動させるレンズ光軸方向移動機構部
　を備える請求項１、２、３または４記載の投射型表示装置。
【請求項６】
　前記レンズ昇降機構部に支持された状態の前記光学レンズに傾きを与える傾き調整部
　を備える請求項１、２、３、４または５記載の投射型表示装置。
【請求項７】
　スクリーン上への光学像の投射を行う投射レンズを具備する投射型表示装置に装着する
ための装着具と、
　前記光学像に対する所定処理を行う光学レンズと、
　前記装着具を介して前記投射型表示装置に装着され、当該投射型表示装置に装着された
状態で前記光学レンズを昇降可能に支持するとともに、当該昇降によって前記光学レンズ
を前記スクリーンと前記投射レンズとの間の光路上に存在する像変換位置または当該光路
上から外れた退避位置のいずれかに選択的に位置させるレンズ昇降機構部と
　を備える光学ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーン上に投影画像を表示する投射型表示装置および当該投射型表示装
置にて用いられる光学ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、投影画像を表示する投射型表示装置として、液晶プロジェクタ装置が広く知られ
ている。液晶プロジェクタ装置は、光源から出射された光を、液晶パネルを用いて変調し
画像信号に応じた光学像を形成するとともに、その光学像を投射レンズで拡大投影してス
クリーン上に表示するように構成されている。
【０００３】
　ところで、液晶プロジェクタ装置による画像表示を行う場合には、投射レンズとスクリ
ーンとの間の光路上に、光学像の縦横比を変換するアナモフィックレンズを介在させるこ
とが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。アナモフィックレンズを用いること
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で、アスペクト比（縦横比）が異なる複数種類の投影画像に対応し得るようになるからで
ある。
【０００４】
　アナモフィックレンズの装着は、ネジ締結等を利用して投射レンズに直接固定すること
で行うようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１６６３８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ネジ締結等を利用した装着では、アナモフィックレンズの有無を切り換
える場合に、その都度、当該アナモフィックレンズの取り付けまたは取り外しの作業が必
要となってしまう。さらには、回転方向や光軸方向の再調整を行うための作業も必要とな
ってしまう。したがって、必ずしもレンズ切り換えを容易に行い得るとは言えず、利用者
にとっての利便性が損なわれてしまうおそれがある。
【０００７】
　この点については、例えば、投射レンズの前段に、光軸と平行の軸周りに回転する円盤
を配し、その円盤上にアナモフィックレンズを固定することで、レンズ取り付け作業また
はレンズ取り外し作業を不要にすることが考えられる。すなわち、円盤の回転を利用して
アナモフィックレンズの有無を切り換えられるようにすることで、レンズ切り換えの容易
化を図るのである。ところが、かかる場合には、円盤の回転を利用することから、多くの
空間を必要としてしまい、装置の大型化や構成の複雑化等を招いてしまうことになる。
　また、円盤の回転を利用するのではなく、例えば、投射レンズの前段に、電動で左右方
向に移動するステージを設置し、そのステージ上にアナモフィックレンズを固定すること
で、レンズ取り付け作業またはレンズ取り外し作業を不要にすることも考えられる。とこ
ろが、アナモフィックレンズを左右方向に移動させる分だけ平面的な設置スペースを必要
とする点では、円盤を利用する場合と大きな差異はない。また、電動によるステージ移動
を採用した場合には、装置構成の複雑化や高コスト化を招く要因となり得る。さらに、ア
ナモフィックレンズを左右方向に移動させて光軸上から退避させた場合には、その光軸位
置に対して、アナモフィックレンズの重量と左右方向への退避移動距離との積に相当する
ねじりモーメントが発生することになる。つまり、当該ねじりモーメントに対抗し得る強
度を有してアナモフィックレンズを支持する必要があるため、当該支持のための機構の大
型化等を招いてしまうおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明は、光路上におけるレンズ有無の切り換えを、容易に、かつ、簡素な構
成で行うことのできる投射型表示装置および光学ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するために案出された投射型表示装置で、スクリーン上への
光学像の投射を行う投射レンズと、前記光学像に対する所定処理を行う光学レンズと、前
記光学レンズを昇降可能に支持するとともに、当該昇降によって前記光学レンズを前記ス
クリーンと前記投射レンズとの間の光路上に存在する像変換位置または当該光路上から外
れた退避位置のいずれかに選択的に位置させるレンズ昇降機構部とを備える投射型表示装
置である。
【００１０】
　上記構成の投射型表示装置では、光学レンズの昇降（すなわち、上下方向への移動。）
によって、当該光学レンズを像変換位置と退避位置との間で遷移させる。したがって、光
路上における光学レンズの有無を切り換える場合には、当該光学レンズを昇降させればよ
く、当該光学レンズの取り付け作業または取り外し作業を行う必要がない。しかも、光学
レンズの昇降によって光路上のレンズ有無が切り換わるので、例えばレンズが左右方向に
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移動して光路上から退避する場合に比べると、平面的な設置スペースが小さくて済む。さ
らには、当該退避時に発生するねじりモーメントも小さくて済む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、光路上における光学レンズの有無を切り換える場合であっても、当該
光学レンズの取り付け作業または取り外し作業を行う必要がないので、レンズ有無の切り
換えを容易に行うことができる。しかも、光学レンズの昇降によって光路上のレンズ有無
が切り換わるので、平面的な設置スペースが小さくて済み、さらには退避時に発生するね
じりモーメントも小さくて済み、装置の大型化、構成の複雑化、高コスト化等を招くこと
がない。つまり、光路上におけるレンズ有無の切り換えを、簡素な構成で行うことが実現
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に基づき本発明に係る投射型表示装置および光学ユニットについて説明する
。なお、ここでは、投射型表示装置として、液晶プロジェクタ装置を例に挙げて、以下の
説明を行う。
【００１３】
　＜第１の実施の形態＞
　先ず、本発明の第１の実施の形態を説明する。
【００１４】
　［投射型表示装置の概略構成の説明］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における液晶プロジェクタ装置の概略構成例を示す
説明図である。
【００１５】
　図１（ａ）に示す液晶プロジェクタ装置１は、その筐体２内に、光源、ダイクロイック
・ミラー、液晶パネル、ダイクロイック・プリズム等を備えている（ただし、いずれも不
図示。）。そして、光源から出射された光を、ダイクロイック・ミラーがＲＧＢの各色成
分光に分離し、各色成分光を液晶パネルが変調して画像信号に応じた光学像を形成し、光
変調された各色成分光を必要に応じてダイクロイック・プリズムが合成するようになって
いる。また、図１（ｂ）に示すように、筐体２の一面には投射レンズ３が配設されており
、各色成分光が合成された後の光学像を当該投射レンズ３で拡大投影して、スクリーン４
上に表示するように構成されている。なお、これらの各構成要素は、いずれも公知技術を
利用して実現すればよいため、ここではその詳細についての説明を省略する。
【００１６】
　ところで、スクリーン４上に表示すべき画像のアスペクト比（画面の縦横比）には、様
々な種類が存在する。例えば、通常のテレビジョン放送やコンピュータ出力画面は３：４
（縦：横）、高品位画像は９：１６、ビスタビジョンは３：５．５５、シネマスコープは
３：７である。
【００１７】
　これら複数種類のアスペクト比に選択的に対応するために、液晶プロジェクタ装置１に
は、図１（ｂ）に示すように、投射レンズ３の配設箇所に、光学ユニット１０が付設され
ている。
【００１８】
　光学ユニット１０は、光学レンズの一種であるアナモフィックレンズ１１を備えている
。このアナモフィックレンズ１１は、光学像に対する所定処理として、当該光学像の縦横
比の変換を行う。そして、光学ユニット１０は、当該アナモフィックレンズ１１を、投射
レンズ３とスクリーン４との間の光路上に存在する像変換位置に介在させるか、または当
該光路上から外れた退避位置に退避させるか、その切り換えを行い得るようになっている
。つまり、光学ユニット１０は、投射レンズ３とスクリーン４との間の光路上におけるア
ナモフィックレンズ１１の有無を切り換え得るようになっている。
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【００１９】
　［光学ユニットの概略構成の説明］
　ここで、光学ユニット１０の概略構成について、具体例を挙げて詳しく説明する。
　図２～４は、本発明の第１の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明
図である。
【００２０】
　図２に示すように、光学ユニット１０は、アナモフィックレンズ１１の他に、装着具１
２と、レンズ昇降機構部１３と、を備えている。なお、アナモフィックレンズ１１は、公
知技術を利用して実現すればよいため、ここではその詳細な説明を省略する。
【００２１】
　装着具１２は、投射レンズ３の配設箇所の近傍に、光学ユニット１０を装着するために
必要となる構成である。具体的には、液晶プロジェクタ装置１の筐体２における投射レン
ズ３の装着固定穴を利用して、光学ユニット１０の装着を行うことが考えられる。すなわ
ち、投射レンズ３の装着固定穴に共締め状態で締結するネジ部を有するように、装着具１
２を構成するのである。ただし、必ずしも投射レンズ３の装着固定穴を共用する必要はな
く、別途設けられた固定穴を利用しても構わない。
【００２２】
　レンズ昇降機構部１３は、装着具１２を介して液晶プロジェクタ装置１の筐体２に装着
されるとともに、当該筐体２に装着された状態でアナモフィックレンズ１１を昇降可能に
支持する。そして、当該昇降によって、アナモフィックレンズ１１を像変換位置または退
避位置のいずれかに選択的に位置させるようになっている。ここで、「昇降」とは、上下
方向への移動をいう。さらに詳しくは、スクリーン４上に表示される画面の縦方向に沿っ
た方向への移動をいう。
【００２３】
　アナモフィックレンズ１１を昇降可能に支持するために、レンズ昇降機構部１３は、レ
ンズ固定部材１３ａと、レール固定部材１３ｂと、レール部材１３ｃと、を備えて構成さ
れている。
　レンズ固定部材１３ａは、アナモフィックレンズ１１が装着固定される部品であり、例
えば金属板を曲げ加工して形成することが考えられる。ただし、必ずしも板金加工に限定
されることはなく、切削加工や樹脂成形加工等によって形成されたものであっても構わな
い。
　レール固定部材１３ｂは、装着具１２を介して、液晶プロジェクタ装置１の筐体２に装
着固定される部品である。このレール固定部材１３ｂについても、レンズ固定部材１３ａ
と同様に、例えば金属板を曲げ加工して形成することが考えられるが、これに限定される
ことはなく、切削加工や樹脂成形加工等によって形成されたものであっても構わない。
　レール部材１３ｃは、レンズ固定部材１３ａとレール固定部材１３ｂとを連結するスラ
イドレールからなる。さらに詳しくは、レンズ固定部材１３ａおよびレール固定部材１３
ｂの両側部近傍箇所のそれぞれにて上下方向に延びるように配設されており、これにより
レール固定部材１３ｂに対してレンズ固定部材１３ａを上下方向に移動可能に連結するよ
うになっている。
【００２４】
　このように、レール固定部材１３ｂに対してレンズ固定部材１３ａを上下方向に移動可
能とすることで、当該レンズ固定部材１３ａに装着固定されるアナモフィックレンズ１１
について、投射レンズ３とスクリーン４との間の光路上における有無が切り換えられるこ
とになる。具体的には、例えばレンズ固定部材１３ａが下方側に降下しているときには、
アナモフィックレンズ１１が投射レンズ３とスクリーン４との間の光路上に介在する状態
、すなわち像変換位置に当該アナモフィックレンズ１１が位置している状態となる。また
、例えばレンズ固定部材１３ａが上方側に上昇しているときには、アナモフィックレンズ
１１が投射レンズ３とスクリーン４との間の光路上に介在せずに退避している状態、すな
わち退避位置に当該アナモフィックレンズ１１が位置している状態となる。なお、ここで
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は、像変換位置が下方側に配され、退避位置が上方側に配されている場合を例に挙げてい
るが、これらは互いに逆に配されていてもよい。
【００２５】
　また、光学ユニット１０は、図３に示すように、ストッパ部１４を備えている。
　ストッパ部１４は、退避位置にアナモフィックレンズ１１が位置する状態で、レンズ昇
降機構部１３による当該アナモフィックレンズ１１の昇降を不動にする。そのために、ス
トッパ部１４は、レール固定部材１３ｂの上端付近に配設されたピン止め具１４ａと、当
該ピン止め具１４ａに支持されるストッパピン１４ｂと、を有している。このうち、スト
ッパピン１４ｂは、前後方向（光路に沿った方向）に移動可能に支持されているとともに
、バネ等の弾性材（ただし不図示）を利用して前方向（レール固定部材１３ｂよりもレン
ズ固定部材１３ａの側の方向）に付勢されている。その一方で、レンズ固定部材１３ａに
は、ストッパピン１４ｂと係合する孔または溝（ただし不図示）が形成されている。そし
て、レンズ固定部材１３ａの孔または溝がレール固定部材１３ｂの上端付近に配設された
ストッパピン１４ｂと係合することで、当該レンズ固定部材１３ａが上下方向に移動し得
ないようになる。なお、ストッパピン１４ｂによる係合状態は、当該ストッパピン１４ｂ
を付勢方向と反対方向に移動させることで、解除することが可能である。
【００２６】
　さらに、光学ユニット１０は、図４に示すように、固定位置調整部１５を備えている。
　固定位置調整部１５は、像変換位置にアナモフィックレンズ１１が位置する状態で、当
該アナモフィックレンズ１１の高さ方向固定位置を調整する。そのために、固定位置調整
部１５は、レール固定部材１３ｂの下端縁近傍に螺合するボルト１５ａおよびナット１５
ｂによって構成されている。そして、ボルト１５ａの上端縁がレンズ固定部材１３ａの下
端縁近傍に当接することによって、当該レンズ固定部材１３ａおよび当該レンズ固定部材
１３ａに装着固定されるアナモフィックレンズ１１について、その高さ方向固定位置の調
整を行うようになっている。つまり、レール固定部材１３ｂからのボルト１５ａの突出量
によって、アナモフィックレンズ１１の高さ方向固定位置を、上下方向に可変させ得るよ
うになるのである。
【００２７】
　さらにまた、光学ユニット１０は、図２または図４に示すように、昇降制御部１６を備
えている。
　昇降制御部１６は、レンズ昇降機構部１３によるアナモフィックレンズ１１の昇降を制
御する。ここで、昇降の制御としては、例えば、降下速度に制限を加えて速くなり過ぎな
いようにコントロールすることが挙げられる。このような制御のために、昇降制御部１６
は、レール部材１３ｃに沿って延びるラックアンドピニオン機構１６ａと、そのピニオン
と連動するダンパー１６ｂと、これらの間に介在するワンウエイクラッチ（ただし不図示
）と、を有して構成することが考えられる。このような構成により、昇降制御部１６は、
昇降動作における上昇時にはワンウエイクラッチの作用により制限を加えないが、降下時
にはダンパー１６ｂがピニオンの回転を制限することで降下速度が速くなり過ぎないよう
にコントロールすることができる。
　なお、昇降制御部１６が行う昇降制御は、降下速度制限のみに限定されることはない。
すなわち、ここでいう昇降の制御は、降下速度制限以外の内容であっても構わない。具体
的には、昇降動作における上昇時において、例えばフライホイール作用を発揮する公知の
機構を利用して、その上昇のための力を補助することが考えられる。さらには、昇降制御
部１６として電動モータ等の駆動源を用い、その駆動源が発生させる駆動力により昇降動
作を行うようにする、といったことも考えられる。
【００２８】
　［処理動作例の説明］
　次に、以上のように構成された液晶プロジェクタ装置１および光学ユニット１０による
処理動作例を説明する。
【００２９】
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　例えば、光学ユニット１０におけるアナモフィックレンズ１１が退避位置にある状態を
考える。この場合に、液晶プロジェクタ装置１が投射レンズ３を通じて光学像の投射を行
うと、その光学像は、アナモフィックレンズ１１を介することなく、スクリーン４上に到
達する。したがって、スクリーン４上には、投射レンズ３によって規定されるアスペクト
比で、投影画像が表示されることになる。なお、このときのアスペクト比は、予め設定さ
れていればよく、その値自体が特に限定されることはない。
【００３０】
　アナモフィックレンズ１１が退避位置にある状態で、ストッパ部１４におけるストッパ
ピン１４ｂを例えば手動で移動させ、当該ストッパピン１４ｂによる係合状態を解除する
と、レンズ昇降機構部１３は、アナモフィックレンズ１１を降下させる。すなわち、レン
ズ固定部材１３ａおよび当該レンズ固定部材１３ａに装着固定されるアナモフィックレン
ズ１１は、その自重により、レール部材１３ｃに案内されつつ、下方側に向けて移動する
。
【００３１】
　このとき、レンズ固定部材１３ａおよびアナモフィックレンズ１１の降下は、その降下
速度が昇降制御部１６によってコントロールされる。したがって、レンズ固定部材１３ａ
およびアナモフィックレンズ１１の自重を利用した降下であっても、減速された状態で降
下動作を行うことになり、当該降下による衝撃等が発生してしまうのを緩和し得るように
なる。
【００３２】
　そして、レンズ固定部材１３ａの下端縁近傍が、固定位置調整部１５を構成するボルト
１５ａの上端縁に当接すると、レンズ固定部材１３ａおよびアナモフィックレンズ１１は
、降下を停止する。これにより、アナモフィックレンズ１１は、投射レンズ３とスクリー
ン４との間の光路上に介在する像変換位置まで移動したことになる。
　なお、このときの像変換位置、すなわちアナモフィックレンズ１１の高さ方向固定位置
は、固定位置調整部１５の設定状態、さらに具体的には当該固定位置調整部１５を構成す
るボルト１５ａの突出量によって決定されることになる。
【００３３】
　アナモフィックレンズ１１が像変換位置にある状態で、液晶プロジェクタ装置１が投射
レンズ３を通じて光学像の投射を行うと、その光学像は、アナモフィックレンズ１１を介
した後に、スクリーン４上に到達する。したがって、スクリーン４上には、アナモフィッ
クレンズ１１によって規定されるアスペクト比で、投影画像が表示されることになる。な
お、このときのアスペクト比は、投射レンズ３によって規定されるアスペクト比とは異な
るように予め設定されていればよく、その値自体が特に限定されることはない。
【００３４】
　アナモフィックレンズ１１が像変換位置にある状態から、当該アナモフィックレンズ１
１が光路上には介在しない状態、すなわち退避位置に退避させた状態とするためには、例
えば手動により、レンズ固定部材１３ａおよびアナモフィックレンズ１１を上方側に持ち
上げる。このとき、昇降制御部１６がワンウエイクラッチを有していれば、当該昇降制御
部１６のダンパーによる減速負荷が及んでしまうことはない。また、昇降制御部１６が上
昇力を補助する機能を有していれば、手動によりレンズ固定部材１３ａおよびアナモフィ
ックレンズ１１を持ち上げる場合に必要となる力が軽減されることになる。
【００３５】
　そして、レンズ固定部材１３ａに形成された孔または溝が、ストッパ部１４におけるス
トッパピン１４ｂの配設位置まで到達すると、当該ストッパピン１４ｂに与えられている
付勢力によって、レンズ固定部材１３ａの孔または溝がストッパピン１４ｂと係合する。
これにより、レンズ固定部材１３ａが上下方向に移動し得ないようになり、アナモフィッ
クレンズ１１が退避位置にある状態が保持されることになる。
【００３６】
　以上のように、本発明の第１の実施の形態における液晶プロジェクタ装置１および光学
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ユニット１０によれば、アナモフィックレンズ１１の昇降（すなわち、上下方向への移動
。）によって、当該アナモフィックレンズ１１を像変換位置と退避位置との間で遷移させ
る。
　したがって、光路上におけるアナモフィックレンズ１１の有無を切り換える場合には、
当該アナモフィックレンズ１１を昇降させればよく、当該アナモフィックレンズ１１の取
り付け作業または取り外し作業を行う必要がない。さらには、取り付け作業または取り外
し作業が不要なことから、回転方向や光軸方向の再調整を行うための作業が必要となって
しまうこともない。
　しかも、アナモフィックレンズ１１の昇降によって光路上のレンズ有無が切り換わるの
で、例えばレンズが左右方向に移動して光路上から退避する場合に比べると、平面的な設
置スペースが小さくて済む。つまり、従来のように円盤の回転を利用する場合や左右方向
にレンズ移動させる場合等に比べると、多くの空間を必要としてしまうことがなく、装置
の大型化、構成の複雑化、高コスト化等を招いてしまうこともない。
　さらには、アナモフィックレンズ１１の昇降によって光路上のレンズ有無が切り換わる
ので、例えばレンズが左右方向に移動して光路上から退避する場合のように、レンズ重心
が左右にぶれてしまうことがない。そのため、レンズの光軸ズレが発生し難くなる。この
ことは、特にアナモフィックレンズ１１に適用した場合に非常に有効である。アナモフィ
ックレンズ１１は、投射レンズ３の光軸位置に対して、左右方向には厳密に光軸調整を行
う必要があるが、上下方向は左右方向に比べると厳密に光軸調整を必要としない、という
特性を有するからである。また、このことは、アナモフィックレンズ１１の退避時に発生
するねじりモーメントも小さくて済むことを意味する。したがって、レンズが左右方向に
移動する場合に比べると、剛性の比較的小さい形状で光学ユニット１０を保持が可能とな
る。つまり、必要となる剛性が小さくて済むので、このことによっても装置の大型化、構
成の複雑化、高コスト化等を抑制し得るようになる。
　これらのことを鑑みると、本発明の第１の実施の形態では、光路上におけるアナモフィ
ックレンズ１１の有無の切り換えを、容易に、かつ、簡素な構成で行うことができると言
える。
【００３７】
　また、本発明の第１の実施の形態では、アナモフィックレンズ１１が退避位置にある状
態で、ストッパ部１４がレンズ昇降機構部１３による当該アナモフィックレンズ１１の昇
降を不動にする。その一方で、アナモフィックレンズ１１が像変換位置にある状態では、
固定位置調整部１５が当該アナモフィックレンズ１１の高さ方向固定位置を調整する。
　したがって、光路上におけるアナモフィックレンズ１１の有無の切り換えを、当該アナ
モフィックレンズ１１の自重を利用して非常に容易に行うことができる。また、その場合
であっても、像変換位置と退避位置との切り分けを、それぞれが互いに混同することなく
、的確に行うことができる。しかも、そのための機構が、非常に簡素なもので済む。
　これらのことから、ストッパ部１４および固定位置調整部１５を用いれば、これらを用
いない場合に比べて、より一層、レンズ有無の切り換えが、容易に、かつ、簡素な構成で
行えるようになる。
　なお、ここでは、ストッパ部１４および固定位置調整部１５の両方を用いる場合を例に
挙げたが、いずれか一方のみを用いるようにしても構わない。
【００３８】
　さらに、本発明の第１の実施の形態では、昇降制御部１６がレンズ昇降機構部１３によ
るアナモフィックレンズ１１の昇降を制御する。
　したがって、アナモフィックレンズ１１の昇降に当該アナモフィックレンズ１１の自重
を利用する場合であっても、例えば降下速度を制限したり上昇力を補助したりすることが
できる。つまり、自重を利用する場合に生じ得る弊害の発生を未然に防止して、信頼性の
高い昇降動作を実現することが可能になる。
【００３９】
　＜第２の実施の形態＞
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　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。なお、ここでは、上述した第１の実施の
形態との相違点についてのみ説明する。
【００４０】
　［光学ユニットの概略構成の説明］
　図５～７は、本発明の第２の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明
図である。
【００４１】
　本発明の第２の実施の形態における光学ユニットは、上述した第１の実施の形態の場合
の構成の加えて、図５～８に示すように、レンズ光軸方向移動機構部１７と、傾き調整部
１８と、を備えている。
【００４２】
　レンズ光軸方向移動機構部１７は、投射レンズ３の光路に沿った方向（すなわち、光軸
方向。）への移動に応じて、アナモフィックレンズ１１を当該方向に移動させる。投射レ
ンズ３の光軸方向への移動としては、例えばスクリーン４上に光学像を投影する際の焦点
調整のための移動が挙げられる。このような移動に対応すべく、レンズ光軸方向移動機構
部１７は、図５に示すように、装着具１２に連なる円柱状のシャフト部材１７ａに嵌合す
るスライドブッシュ１７ｂを有して構成されている。そして、シャフト部材１７ａの軸方
向に沿ったスライドブッシュ１７ｂの移動を利用して、アナモフィックレンズ１１を含む
レンズ昇降機構部１３の全体を、投射レンズ３の光軸方向に沿って可動させ得るようにな
っている。さらに、レンズ光軸方向移動機構部１７は、レンズ昇降機構部１３の全体を投
射レンズ３に連動して移動させるために、当該投射レンズ３における端縁等と係止する係
止辺（ただし不図示）を有している。
【００４３】
　傾き調整部１８は、レンズ昇降機構部１３に支持された状態のアナモフィックレンズ１
１に傾きを与える。ここでいう傾きとは、光軸を上下方向（すなわち、アナモフィックレ
ンズ１１の昇降方向に沿った方向。）に揺動させるための傾きのことをいう。このような
傾きを与えるために、傾き調整部１８は、図６～８に示すように、被傾斜部材１８ａと、
傾斜支持部材１８ｂと、を有して構成されている。
　被傾斜部材１８ａは、アナモフィックレンズ１１が装着固定される部品であり、例えば
金属板を曲げ加工して形成することが考えられる。ただし、必ずしも板金加工に限定され
ることはなく、切削加工や樹脂成形加工等によって形成されたものであっても構わない。
また、被傾斜部材１８ａにおける左右方向側面には、支持ピン１８ｃが突設されている。
　一方、傾斜支持部材１８ｂは、被傾斜部材１８ａを支持固定するために、レンズ昇降機
構部１３のレンズ固定部材１３ａから、被傾斜部材１８ａにおける左右方向側面に沿うよ
うに、アナモフィックレンズ１１の側に突設されている。そして、傾斜支持部材１８ｂに
は、支持ピン１８ｃが係合するための切り欠き部１８ｄと、被傾斜部材１８ａを固定する
締結具であるネジが挿入される長穴部１８ｅと、が形成されている。
　つまり、傾き調整部１８は、アナモフィックレンズ１１とレンズ昇降機構部１３のレン
ズ固定部材１３ａとの間に介在することで、当該アナモフィックレンズ１１に傾きを与え
得るように構成されている。
【００４４】
　［処理動作例の説明］
　次に、以上のように構成された液晶プロジェクタ装置１および光学ユニット１０による
処理動作例を説明する。
【００４５】
　例えば、アナモフィックレンズ１１が像変換位置にある状態で、スクリーン４上に光学
像を投影する際の焦点調整のために、投射レンズ３の光軸方向への移動を行う場合を考え
る。投射レンズ３の光軸方向への移動は、自動／手動の別を問わない。
　投射レンズ３がスクリーン４の側に向けて移動すると、レンズ光軸方向移動機構部１７
では、当該投射レンズ３における端縁等と係止する係止辺が押される。これにより、レン
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ズ光軸方向移動機構部１７は、アナモフィックレンズ１１を含むレンズ昇降機構部１３の
全体を、スクリーン４の側に向けて移動させることになる。一方、投射レンズ３が筐体２
の側に向けて移動すると、レンズ光軸方向移動機構部１７では、当該投射レンズ３におけ
る端縁等と係止する係止辺が引かれる。これにより、レンズ光軸方向移動機構部１７は、
アナモフィックレンズ１１を含むレンズ昇降機構部１３の全体を、筐体２の側に向けて移
動させることになる。つまり、レンズ光軸方向移動機構部１７は、投射レンズ３が光軸方
向に移動すると、これに連動させるように、アナモフィックレンズ１１についても当該方
向に移動させるのである。
【００４６】
　このように、本発明の第２の実施の形態では、投射レンズ３が光軸方向に移動する場合
であっても、レンズ光軸方向移動機構部１７が当該投射レンズ３にアナモフィックレンズ
１１を追従させるようになっている。つまり、投射レンズ３とアナモフィックレンズ１１
との相対的な位置関係が、常に一定の状態に保たれる。したがって、投射レンズ３とスク
リーン４との間の光路上にアナモフィックレンズ１１を介在させる場合において、投射レ
ンズ３とアナモフィックレンズ１１との相対的な位置関係の変動に起因する投影画像の画
質劣化等の発生を未然に防止することができる。しかも、アナモフィックレンズ１１を追
従させるための作業等を必要とすることがなく、投影画像の画質劣化等の発生防止を非常
に容易に実現することが可能になる。
【００４７】
　また、本発明の第２の実施の形態では、アナモフィックレンズ１１とレンズ昇降機構部
１３との間に、傾き調整部１８が介在している。
　傾き調整部１８では、被傾斜部材１８ａに突設された支持ピン１８ｃが傾斜支持部材１
８ｂに形成された切り欠き部１８ｄと係合することで、当該支持ピン１８ｃを支点にして
被傾斜部材１８ａが揺動し得るようになる。そして、その被傾斜部材１８ａは、長穴部１
８ｅに挿入されるネジによって傾斜支持部材１８ｂと固定されるが、このときに当該長穴
部１８ｅによって規定される調整幅の分だけ、固定される揺動角度についての自由度が確
保されることになる。すなわち、長穴部１８ｅによる調整幅の分だけ、傾斜支持部材１８
ｂに対する被傾斜部材１８ａの固定角度を調整することができる。
　このことは、被傾斜部材１８ａの固定状態によって、当該被傾斜部材１８ａに装着固定
されるアナモフィックレンズ１１に与える傾き量を調整し得ることを意味する。
【００４８】
　したがって、本発明の第２の実施の形態では、傾き調整部１８によるアナモフィックレ
ンズ１１の傾き調整によっても、スクリーン４上における投影画像の画質劣化等の発生を
未然に防止することができる。具体的には、投射レンズ３とスクリーン４との間の光路上
にアナモフィックレンズ１１を介在させる場合において、当該アナモフィックレンズ１１
に与える傾き量を適宜調整する。これにより、例えば、スクリーン４の上端近傍領域まで
の光路長と、当該スクリーン４の下端近傍領域までの光路長とについて、それぞれの均等
化を図ることが実現可能となる。つまり、光路長の均等化を通じて、スクリーン４上の全
領域が焦点深度内に位置するようにして、当該スクリーン４上における投影画像の局所的
な焦点ズレ等の発生を未然に防止するのである。
【００４９】
　なお、上述した第１および第２の実施の形態では、本発明の好適な実施具体例について
説明したが、本発明はその内容に限定されるものではない。
　例えば、各実施の形態では、投射型表示装置として液晶プロジェクタ装置を例に挙げた
が、デジタルミラーデバイス（ＤＭＤ）を用いた映像表示装置など他の投射型表示装置で
あっても、光路上でのレンズ有無の切り換えを要する場合には、本発明を適用できる。
　また、例えば、各実施の形態では、光学レンズがアナモフィックレンズである場合を例
に挙げたが、光学像に対する所定処理を行う他の光学レンズであっても、光路上での有無
切り換えを要する場合には、本発明を適用できる。
　つまり、本発明は、各実施の形態で説明した内容に限定されるものではなく、その要旨
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を逸脱しない範囲で変更しても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１の実施の形態における液晶プロジェクタ装置の概略構成例を示す説
明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の１）である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の２）である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の３）である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の１）である。
【図６】本発明の第２の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の２）である。
【図７】本発明の第２の実施の形態における光学ユニットの概略構成例を示す説明図（そ
の３）である。
【符号の説明】
【００５１】
　１…液晶プロジェクタ装置、２…筐体、３…投射レンズ、４…スクリーン、１０…光学
ユニット、１１…アナモフィックレンズ、１２…装着具、１３…レンズ昇降機構部、１４
…ストッパ部、１５…固定位置調整部、１６…昇降制御部、１７…レンズ光軸方向移動機
構部、１８…傾き調整部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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